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(57)【要約】
【課題】通信可能範囲を拡大することができると共に、
コードレス電話機を組み合わせたシステムを簡便に構築
することができるドアホンシステムを提供する。
【解決手段】ドアホンシステムは、中継器を備え、ドア
ホン親機と中継器とが無線接続されていると共に、中継
器とコードレス増設親機とが無線接続されている。そし
て、中継器を経由してドアホン親機とコードレス増設親
機との無線通信リンクが確立されている。つまり、ドア
ホン親機とコードレス増設親機との間の無線通信は、全
て中継器を経由して行われる。上記のドアホンシステム
によれば、ドアホン親機とコードレス増設親機との通信
可能範囲を効果的に拡大することが可能となる。また、
中継器の代わりにコードレス電話機を用いることにより
、ドアホンシステムとコードレス電話機とを組み合わせ
たシステムを容易に構築することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドアホン子機と、
　前記ドアホン子機と有線接続されたドアホン親機と、
　前記ドアホン親機と無線接続された中継器と、
　前記中継器と無線接続されたコードレス増設親機と、を備え、
　前記中継器を経由して、前記ドアホン親機と前記コードレス増設親機との無線通信リン
クが確立されていることを特徴とするドアホンシステム。
【請求項２】
　前記ドアホン親機は、前記中継器と無線通信を行う第１の無線部を備え、
　前記コードレス増設親機は、前記中継器と無線通信を行う第３の無線部を備え、
　前記中継器は、前記第１の無線部及び前記第３の無線部に対してそれぞれ親機として機
能する回線制御部を備え、前記第１の無線部及び前記第３の無線部とそれぞれ無線通信を
行う第２の無線部を備えることを特徴とする請求項１に記載のドアホンシステム。
【請求項３】
　前記中継器は、前記コードレス増設親機を充電する充電部を備えることを特徴とする請
求項１又は２に記載のドアホンシステム。
【請求項４】
　前記中継器は、コードレス電話機として動作するための電話回線インターフェース回路
を備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のドアホンシステム。
【請求項５】
　前記中継器は、無線通信機能のオン／オフが切り替え可能に構成されていることを特徴
とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のドアホンシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドアホンシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、玄関口にドアホン子機を設置するとともに、家屋内にドアホン親機を設置し
、ドアホン子機とドアホン親機との間で双方向の音声の送受信を行って来訪者との応対を
行えるようにしたドアホンシステムが知られている。例えば、特許文献１には、コードレ
スインターホン用中継アダプタを有線式インターホンシステムの親機に付設することによ
って、有線式インターホンシステムと無線式インターホンシステムとの相互通話を行う技
術が記載されている。また、特許文献２には、ドアホン子機を信号線で接続したワイヤレ
ス中継器と、ワイヤレスインターホンと、ワイヤレスコール機器とを組み合わせて構成し
たワイヤレスインターホンシステムが記載されている。
【０００３】
　一方、コードレス電話機と接続されるドアホンシステムが知られている。例えば、特許
文献３には、ドアホンからの呼出信号を受け、ドアホンとの間で通話を可能としたワイヤ
レス送受信部を有するコードレス電話機を組み合わせて構成したドアホンシステムが記載
されている。その他にも、本発明に関連のある技術が、特許文献４に記載されている。
【０００４】
【特許文献１】実公平５－３３０９４号公報
【特許文献２】特開２００２－２５２７１１号公報
【特許文献３】特開平１１－１３６３７３号公報
【特許文献４】特許第２８５５９２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、上記した特許文献１及び２に記載された技術では、基本的には、ドアホ
ン親機とコードレス子機（コードレス／ワイヤレスインターホン）とが親子関係を構成し
て直接無線通信していたため、通信可能範囲がドアホン親機とコードレス子機との間の電
波到達範囲内に限られてしまう傾向にあった。一方、特許文献３及び４に記載された技術
では、ドアホンシステムに対してコードレス電話機を追加することによって、新たな通信
システムを容易に構築することが困難であった。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は上記のようなものが例として挙げられる。本発明は、
中継器を親機として無線通信リンクを確立することによって、通信可能範囲を拡大するこ
とができると共に、コードレス電話機を組み合わせたシステムを簡便に構築することがで
きるドアホンシステムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明では、ドアホンシステムは、ドアホン子機と、前記ドアホン子機
と有線接続されたドアホン親機と、前記ドアホン親機と無線接続された中継器と、前記中
継器と無線接続されたコードレス増設親機と、を備え、前記中継器を経由して、前記ドア
ホン親機と前記コードレス増設親機との無線通信リンクが確立されていることを特徴とす
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の１つの実施形態では、ドアホンシステムは、ドアホン子機と、前記ドアホン子
機と有線接続されたドアホン親機と、前記ドアホン親機と無線接続された中継器と、前記
中継器と無線接続されたコードレス増設親機と、を備え、前記中継器を経由して、前記ド
アホン親機と前記コードレス増設親機との無線通信リンクが確立されている。
【０００９】
　上記のドアホンシステムは、ドアホン子機とドアホン親機との間で双方向の音声の送受
信を行って来訪者との応対を行うために好適に利用される。具体的には、ドアホンシステ
ムは、中継器を備え、ドアホン親機と中継器とが無線接続されており、中継器とコードレ
ス増設親機とが無線接続されている。そして、中継器を経由して、ドアホン親機とコード
レス増設親機との無線通信リンクが確立されている。つまり、ドアホン親機とコードレス
増設親機との間の無線通信は、全て中継器を経由して行われる。上記のドアホンシステム
によれば、中継器を用いて無線通信リンクを確立しているので、ドアホン親機とコードレ
ス増設親機とが親子関係を構成して直接無線通信するシステムと比較して、ドアホン親機
とコードレス増設親機との通信可能範囲を効果的に拡大することが可能となる。
【００１０】
　上記のドアホンシステムにおいて好適には、前記ドアホン親機は、前記中継器と無線通
信を行う第１の無線部を備え、前記コードレス増設親機は、前記中継器と無線通信を行う
第３の無線部を備え、前記中継器は、前記第１の無線部及び前記第３の無線部に対してそ
れぞれ親機として機能する回線制御部を備え、前記第１の無線部及び前記第３の無線部と
それぞれ無線通信を行う第２の無線部を備える。この場合、ドアホンシステムは、中継器
が無線親機として機能し、ドアホン親機及びコードレス増設親機が無線子機として機能し
て、無線通信リンクが形成されている。
【００１１】
　上記のドアホンシステムの一態様では、前記中継器は、前記コードレス増設親機を充電
する充電部を備える。この態様では、中継器は、無線通信リンクにおける無線親機として
機能すると共に、コードレス増設親機の充電器として機能することができる。さらに、容
易に持ち運びでき、電波状況に応じて設置場所を簡単に移動することができる。
【００１２】
　上記のドアホンシステムの他の一態様では、前記中継器は、コードレス電話機として動
作するための電話回線インターフェース回路を備える。
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【００１３】
　この態様では、コードレス電話機が無線親機として機能し、ドアホン親機及びコードレ
ス増設親機が無線子機として機能して、無線通信リンクが形成されている。つまり、コー
ドレス電話機を経由して、ドアホン親機とコードレス増設親機との間の無線通信リンクが
確立されている。上記のドアホンシステムでは、無線通信システム上で無線親機が１つの
みとなるので、例えばドアホン親機とコードレス電話親機という２つの無線親機相当のも
のが同時に存在するシステムと比較して、特別なプロトコルを実装する必要などがないの
で、ドアホンシステムとコードレス電話機とを組み合わせたシステムを容易に構築するこ
とが可能となる。また、コードレス電話子機を備えるものでは、このコードレス電話子機
をコードレス増設親機として機能させることが可能となる。
【００１４】
　上記のドアホンシステムの他の一態様では、前記中継器は、無線通信機能のオン／オフ
が切り替え可能に構成されている。
【００１５】
　この態様によれば、中継器を有するドアホンシステムに対して、コードレス電話機を追
加することによって新たなドアホンシステムを構築する場合に、中継器における無線通信
機能をオフにして、ドアホン親機と、コードレス増設親機と、コードレス電話機との間の
親子関係を再登録することによって、新たなシステムを簡便に構築することができる。
【実施例】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施例について説明する。
【００１７】
　［第１実施例］
　まず、本発明の第１実施例に係るドアホンシステムについて説明する。図１は、第１実
施例に係るドアホンシステム１０１のシステム構成を示す概略図である。
【００１８】
　ドアホンシステム１０１は、主に、ドアホン子機１と、ドアホン親機２と、中継器３と
、コードレス増設親機４と、を備える。ドアホンシステム１０１は、基本的には、ドアホ
ン子機１と、ドアホン親機２又はコードレス増設親機４との間で双方向の音声の送受信を
行って、来訪者との応対が可能なシステムである。
【００１９】
　ドアホン子機１は宅外（玄関口など）に設置され、ドアホン親機２は宅内（居間など）
に設置される。ドアホン子機１とドアホン親機２とは、２線式の信号線Ｌによって有線接
続されており、この信号線Ｌによって通信を行う。また、ドアホン親機２と中継器３とは
無線接続されており、中継器３とコードレス増設親機４とは無線接続されている。具体的
には、ドアホンシステム１０１においては、中継器３が無線親機として機能し、ドアホン
親機２及びコードレス増設親機４が無線子機として機能して、無線通信リンクが形成され
ている。つまり、中継器３を経由して、ドアホン親機２とコードレス増設親機４との間の
無線通信リンクが確立されている。これにより、ドアホン親機２とコードレス増設親機４
との間の無線通信は、全て中継器３を経由して行われることとなる。
【００２０】
　なお、中継器３は、コードレス増設親機４を充電可能に構成されている。つまり、中継
器３は、コードレス増設親機４を充電する機能を有する充電部（不図示）を具備する。例
えば、中継器３は、コードレス増設親機４を上部に保持可能な充電台として構成される。
また、中継器３は、無線通信機能のオン／オフがスイッチなどにより切り替え可能に構成
されている。
【００２１】
　図２は、第１実施例に係るドアホンシステム１０１の全体構成を示すブロック図である
。前述したように、ドアホンシステム１０１は、ドアホン子機１、ドアホン親機２、中継
器３、及びコードレス増設親機４を備える。
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【００２２】
　ドアホン子機１は、マイク１１と、スピーカ１２と、呼出ボタン１３と、多重回路１４
と、を備える。マイク１１は来訪者の音声を集音し、スピーカ１２はユーザ（宅内にいる
者を意味するものとする）の音声などを出力する。呼出ボタン１３は、来訪者が呼び出し
を行う場合などに押下される。多重回路１４は、音声信号や、呼出ボタン１３の操作に対
応する信号などを処理すると共に、信号線Ｌを介してドアホン親機２との間で信号の入出
力を行う。具体的には、多重回路１４は、来訪者が呼出ボタン１３を押下すると、呼出ボ
タン１３の押下に対応する信号（以下、「呼び出し信号」と呼ぶ。）をドアホン親機２に
送信する。また、多重回路１４は、マイク１１によって集音された来訪者の音声に対応す
る信号が入力され、この信号をドアホン親機２へ送信すると共に、ドアホン親機２からユ
ーザの音声に対応する信号を受信して、この信号をスピーカ１２に出力する。
【００２３】
　ドアホン親機２は、多重回路２１と、音声信号処理部２２と、マイク２３と、スピーカ
２４と、操作部２５と、制御部２６と、無線ユニット２７と、アンテナ２８と、を備える
。多重回路２１は、制御部２６によって制御されると共に、音声信号処理部２２との間で
音声信号などの入出力を行う。音声信号処理部２２は、音声信号の変調／復調を行う。マ
イク２３は、ユーザの音声を集音する。スピーカ２４は、来訪者の音声を出力すると共に
、ドアホン子機１からの呼び出し信号が受信された際に、呼び出し音を発生させる。操作
部２５は、各種のボタン（不図示）からなり、ユーザがドアホン親機２によって通話を行
う場合や、ユーザがドアホン親機２による通話を終了する場合などに操作される。制御部
２６は、操作部２５からの信号が入力されると共に、多重回路２１や音声信号処理部２２
や無線ユニット２７などに対する制御を行う。
【００２４】
　無線ユニット２７は、アンテナ２８を介して、中継器３と無線通信可能に構成されてい
る。具体的には、無線ユニット２７は、中継器３内の無線ユニット３１に対して子機とし
て機能して（つまり、無線ユニット３１を親機として）、無線通信を行う。詳しくは、無
線ユニット２７は、ドアホン子機１からの呼び出し信号を受信した際に、アンテナ２８を
介して中継器３に対して呼び出し信号を送信することによって、中継器３との無線通信リ
ンクを確立する。このように、無線ユニット２７は、第１の無線部に相当する。
【００２５】
　中継器３は、無線ユニット３１とアンテナ３２と回線制御部３３とを備える。無線ユニ
ット３１は、アンテナ３２を介して、ドアホン親機２内の無線ユニット２７及びコードレ
ス増設親機４内の無線ユニット４１と無線ユニット３１自らの回線制御により無線通信可
能に構成されている。具体的には、無線ユニット３１は、回線制御部３３を内蔵し、無線
ユニット２７、４１に対して親機として機能して（つまり、無線ユニット２７、４１を子
機として）、無線通信を行う。これにより、中継器３を経由してドアホン親機２とコード
レス増設親機４との間で無線通信を行うことが可能となる。詳しくは、無線ユニット３１
は、ドアホン親機２からの呼び出し信号を受信した際に、アンテナ３２を介してコードレ
ス増設親機４に対して呼び出し信号を送信することによって、コードレス増設親機４との
無線通信リンクを確立する。このように、無線ユニット３１は、第２の無線部に相当する
。
【００２６】
　コードレス増設親機４は、無線ユニット４１と、音声信号処理部４２と、マイク４３と
、スピーカ４４と、制御部４５と、通話ボタン４６と、終話ボタン４７と、アンテナ４８
と、を備える。マイク４３は、ユーザの音声を集音し、スピーカ４４は、来訪者の音声を
出力すると共に、中継器３からの呼び出し信号を受信した際に呼び出し音を発生させる。
通話ボタン４６は、ユーザがコードレス増設親機４によって通話を行う場合などに押下さ
れ、終話ボタン４７は、ユーザがコードレス増設親機４による通話を終了する場合などに
押下される。音声信号処理部４２は、音声信号の変調／復調を行う。制御部４５は、通話
ボタン４６及び終話ボタン４７からの信号が入力されると共に、音声信号処理部４２や無
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線ユニット４１などに対する制御を行う。
【００２７】
　無線ユニット４１は、アンテナ４８を介して、中継器３と無線通信可能に構成されてい
る。具体的には、無線ユニット４１は、中継器３内の無線ユニット３１に対して子機とし
て機能して（つまり、無線ユニット３１を親機として）、無線通信を行う。詳しくは、無
線ユニット４１は、中継器３からの呼び出し信号を受信し、且つ通話ボタン４６の押下が
あった場合に、中継器３との無線通信リンクを確立する。これにより、ドアホン親機２と
中継器３とコードレス増設親機４との間で無線通信リンクが確立されることなる。つまり
、ドアホン子機１とドアホン親機２と中継器３とコードレス増設親機４との間で音声リン
クが形成される。これにより、ドアホン子機１とコードレス増設親機４との間で、来訪者
とユーザとが会話を行うことが可能となる。以上のように、無線ユニット４１は、第３の
無線部に相当する。
【００２８】
　ここで、上記の第１実施例に係るドアホンシステム１０１と、ドアホン親機とコードレ
ス増設親機とが親子関係を構成して、直接無線通信するシステム（以下、「第１比較例に
係るドアホンシステム」と呼ぶ。）とを比較する。第１比較例に係るドアホンシステムで
は、通信可能範囲はドアホン親機とコードレス増設親機との間の電波到達範囲内に限られ
るが、第１実施例に係るドアホンシステム１０１では、中継器３を無線の親機として無線
通信リンクを確立しているので、中継器３をドアホン親機２とコードレス増設親機４との
間の適切な位置に設置することにより、第１比較例に係るドアホンシステムと比較して、
通信可能範囲を大幅に拡大することが可能となる。なお、第１比較例に係るドアホンシス
テムに対して中継器３のような装置を別途加えて新たにシステムを構築することも可能で
あるが、ドアホン親機及びコードレス増設親機とも通信の中継を行う装置に対応するため
の特別な通信プロトコルを実装すると共に、ドアホン親機は中継器の有無によって回線交
換機能のある無線親機として振舞うか、或いは回線交換機能のない無線子機として振舞う
かを切り替える必要があるため、当初から中継器３を用いてシステムが構築されているド
アホンシステム１０１と比較して、利便性が劣ると共に、システムが複雑化して、コスト
アップするものと考えられる。
【００２９】
　次に、図３乃至図５を参照して、ドアホンシステム１０１において行われる処理につい
て説明する。
【００３０】
　図３は、ドアホン子機１及びドアホン親機２が行う処理を示すフローチャートである。
なお、図３では、各ステップにおける処理を行う主体（ドアホン子機１、ドアホン親機２
のいずれか）を括弧書で示している。また、この処理は繰り返し実行される。
【００３１】
　まず、ステップＳ１０１では、ドアホン子機１が、来訪者により呼出ボタン１３の押下
があったか否かを判定する。呼出ボタン１３の押下があった場合（ステップＳ１０１；Ｙ
ｅｓ）、処理はステップＳ１０２に進み、呼出ボタン１３の押下がなかった場合（ステッ
プＳ１０１；Ｎｏ）、処理はステップＳ１０１に戻る。
【００３２】
　ステップＳ１０２では、ドアホン親機２は、中継器３を呼び出すための処理を実行する
。具体的には、ドアホン親機２は、呼出ボタン１３の押下があったため（ステップＳ１０
１；Ｙｅｓ）、ドアホン子機１からの呼び出し信号が受信されるので、中継器３に対して
呼び出し信号を送信する。そして、処理はステップＳ１０３に進む。ステップＳ１０３で
は、ドアホン親機２は、中継器３との無線通信リンクを確立する。具体的には、中継器３
の回線制御部３３の制御により、ドアホン親機２及び中継器３が相互に通信し合うことに
よって、無線通信リンクが確立される。そして、処理はステップＳ１０４に進む。
【００３３】
　ステップＳ１０４では、ドアホン親機２は、中継器３との無線通信リンクを切断する。
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具体的には、ユーザによるコードレス増設親機４の終話ボタン４７の押下があり、中継器
３とコードレス増設親機４との無線通信リンクが切断された場合に、ドアホン親機２は、
中継器３との無線通信リンクを切断する。この場合、中継器３の回線制御部３３の制御に
より、ドアホン親機２及び中継器３が相互に通信し合うことによって、無線通信リンクが
切断される。その後、ドアホン親機２は、待ち受け状態に推移する。以上の処理が終了す
ると、処理は当該フローを抜ける。
【００３４】
　図４は、中継器３が行う処理を示すフローチャートである。なお、この処理は繰り返し
実行される。
【００３５】
　まず、ステップＳ２０１では、中継器３は、ドアホン親機２から呼び出しがあったか否
かを判定する。つまり、ドアホン親機２からの呼び出し信号が受信されたか否かを判定す
る。なお、ドアホン親機２は、前述したステップＳ１０２の処理（図３参照）において、
中継器３に対して呼び出し信号を送信する。ドアホン親機２から呼び出しがあった場合（
ステップＳ２０１；Ｙｅｓ）、処理はステップＳ２０２に進み、呼び出しがなかった場合
（ステップＳ２０１；Ｎｏ）、処理はステップＳ２０１に戻る。
【００３６】
　ステップＳ２０２では、ドアホン親機２から呼び出しがあったため、中継器３は、ドア
ホン親機２との無線通信リンクを確立する。具体的には、中継器３の回線制御部３３の制
御により、ドアホン親機２及び中継器３が相互に通信し合うことによって、無線通信リン
クが確立される。そして、処理はステップＳ２０３に進む。ステップＳ２０３では、中継
器３は、コードレス増設親機４を呼び出すための処理を実行する。具体的には、中継器３
は、コードレス増設親機４に対して呼び出し信号を送信する。そして、処理はステップＳ
２０４に進む。
【００３７】
　ステップＳ２０４では、中継器３は、コードレス増設親機４との無線通信リンクを確立
する。具体的には、中継器３の回線制御部３３の制御により、中継器３及びコードレス増
設親機４が相互に通信し合うことによって、無線通信リンクが確立される。そして、処理
はステップＳ２０５に進む。
【００３８】
　ステップＳ２０５では、中継器３は、コードレス増設親機４との無線通信リンクを切断
する。具体的には、ユーザによりコードレス増設親機４における終話ボタン４７の押下が
あった場合に、中継器３は、コードレス増設親機４との無線通信リンクを解除する。この
場合、中継器３の回線制御部３３の制御により、中継器３及びコードレス増設親機４が相
互に通信し合うことによって、無線通信リンクが切断される。そして、処理はステップＳ
２０６に進む。ステップＳ２０６では、中継器３は、ドアホン親機２との無線通信リンク
を切断する。この場合、中継器３の回線制御部３３の制御により、中継器３及びドアホン
親機２が相互に通信し合うことによって、無線通信リンクが切断される。これにより、ド
アホン親機２と中継器３とコードレス増設親機４との間で無線通信リンクが切断されるこ
ととなる。この後、中継器３は、待ち受け状態に推移する。以上の処理が終了すると、処
理は当該フローを抜ける。
【００３９】
　図５は、コードレス増設親機４が行う処理を示すフローチャートである。なお、この処
理は繰り返し実行される。
【００４０】
　まず、ステップＳ３０１では、コードレス増設親機４は、中継器３から呼び出しがあっ
たか否かを判定する。つまり、中継器３からの呼び出し信号が受信されたか否かを判定す
る。なお、中継器３は、前述したステップＳ２０３の処理（図４参照）において、コード
レス増設親機４に対して呼び出し信号を送信する。中継器３から呼び出しがあった場合（
ステップＳ３０１；Ｙｅｓ）、処理はステップＳ３０２に進み、呼び出しがなかった場合
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（ステップＳ３０１；Ｎｏ）、処理はステップＳ３０１に戻る。
【００４１】
　ステップＳ３０２では、コードレス増設親機４は、ユーザによりコードレス増設親機４
における通話ボタン４６の押下があったか否かを判定する。通話ボタン４６の押下があっ
た場合（ステップＳ３０２；Ｙｅｓ）、処理はステップＳ３０３に進み、通話ボタン４６
の押下がなかった場合（ステップＳ３０２；Ｎｏ）、処理はステップＳ３０２に戻る。
【００４２】
　ステップＳ３０３では、通話ボタン４６の押下があったため、コードレス増設親機４は
、中継器３との無線通信リンクを確立する。具体的には、中継器３の回線制御部３３の制
御により、コードレス増設親機４及び中継器３が相互に通信し合うことによって、無線通
信リンクが確立される。この場合、コードレス増設親機４から中継器３を介してドアホン
親機２に対して、通話開始要求信号が送信される。これにより、ドアホン親機２と中継器
３とコードレス増設親機４との間で無線通信リンクが確立される。つまり、ドアホン子機
１とドアホン親機２と中継器３とコードレス増設親機４との間で音声リンクが形成される
。以上の処理が終了すると、処理はステップＳ３０４に進む。
【００４３】
　ステップＳ３０４では、コードレス増設親機４は、ユーザにより終話ボタン４７の押下
があったか否かを判定する。終話ボタン４７の押下があった場合（ステップＳ３０４；Ｙ
ｅｓ）、処理はステップＳ３０５に進み、終話ボタン４７の押下がなかった場合（ステッ
プＳ３０４；Ｎｏ）、処理はステップＳ３０４に戻る。
【００４４】
　ステップＳ３０５では、終話ボタン４７の押下があったため、コードレス増設親機４は
、中継器３との無線通信リンクを切断する。この場合、中継器３の回線制御部３３の制御
により、コードレス増設親機４及び中継器３が相互に通信し合うことによって、無線通信
リンクが切断される。その後、コードレス増設親機４は、待ち受け状態に推移する。以上
の処理が終了すると、処理は当該フローを抜ける。
【００４５】
　以上のようにして、ドアホンシステム１０１の各構成部が処理を行うことにより、中継
器３を経由したドアホン親機２とコードレス増設親機４との無線通信リンクを適切に形成
することができる。これにより、ドアホン親機２とコードレス親機４との通信可能範囲を
効果的に拡大することが可能となる。
【００４６】
　なお、上記の実施例では、コードレス増設親機４を充電可能な中継器３を示したが、こ
れに限定はされない。つまり、中継器３をコードレス増設親機４の充電台として構成しな
くても良い。また、無線通信機能のオン／オフを切り替え可能に、中継器３を構成しなく
ても良い。更に、上記の実施例では、コードレス増設親機４を１つのみ備えるドアホンシ
ステム１０１を示したが、これに限定はされない。他の例では、２つ以上のコードレス増
設親機を用いてドアホンシステムを構成することができる。
【００４７】
　図６は、第１実施例の変形例に係るドアホンシステム１０１ａのシステム構成を示す概
略図である。ドアホンシステム１０１ａは、主に、ドアホン子機１と、ドアホン親機２と
、中継器３ａと、３つのコードレス増設親機４ａ、４ｂ、４ｃと、を備える。なお、前述
したドアホンシステム１０１（図１参照）と同一の構成要素に対しては同一の符号を付し
、その説明を省略する。
【００４８】
　変形例に係るドアホンシステム１０１ａでは、ドアホン親機２と中継器３ａとが無線接
続されており、中継器３ａとコードレス増設親機４ａ～４ｃとが無線接続されている。具
体的には、ドアホンシステム１０１ａにおいては、中継器３ａが無線親機として機能し、
ドアホン親機２及びコードレス増設親機４ａ～４ｃが無線子機として機能して、無線通信
リンクが形成されている。つまり、中継器３を経由して、ドアホン親機２とコードレス増
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設親機４ａ～４ｃとの間の無線通信リンクが確立されている。これにより、ドアホン親機
２とコードレス増設親機４ａ～４ｃとの間の無線通信は、全て中継器３ａを経由して行わ
れることとなる。
【００４９】
　また、ドアホンシステム１０１ａでは、中継器３ａは、コードレス増設親機４ａ～４ｃ
を充電可能に構成されていない、つまりコードレス増設親機４ａ～４ｃに対する充電機能
を有さない。その代わり、コードレス増設親機４ａ～４ｃは、それぞれ充電台５ａ～５ｃ
によって充電されるように構成されている。上記のドアホンシステム１０１ａによっても
、中継器３ａを無線の親機として無線通信リンクを確立しているので、中継器３ａを適切
な位置に設置することにより、ドアホン親機２とコードレス増設親機４ａ～４ｃとの通信
可能範囲を効果的に拡大することが可能となる。
【００５０】
　［第２実施例］
　次に、本発明の第２実施例に係るドアホンシステムについて説明する。第２実施例に係
るドアホンシステムは、中継器３ａの代わりにコードレス電話機のコードレス電話親機を
用い、コードレス増設親機４ａ～４ｃの代わりにコードレス電話機のコードレス電話子機
を用いてシステムが構築されている点で、前述した第１実施例に係るドアホンシステム１
０１と異なる。言い換えると、第２実施例に係るドアホンシステムは、前述した中継器３
ａと同様の機能（具体的には、無線親機としての機能）を有するコードレス電話親機によ
ってシステムが構成されている。
【００５１】
　図７は、第２実施例に係るドアホンシステム１０２のシステム構成を示す概略図である
。ドアホンシステム１０２は、主に、ドアホン子機１と、ドアホン親機２と、コードレス
電話親機６と、コードレス電話子機７と、を備える。ドアホンシステム１０２は、来訪者
と会話するためのドアホン通話機能、及び電話回線を介して電話通話を行うための電話通
話機能の２つの機能を有する。なお、前述したドアホンシステム１０１（図１参照）と同
一の構成要素に対しては同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００５２】
　コードレス電話親機６は、ユーザが実際に会話を行うためのマイク及びレシーバを有す
るハンドセットユニット６３を備え、電話回線を介して電話通話が可能に構成されている
。また、コードレス電話親機６とドアホン親機２とは無線接続されており、コードレス電
話親機６とコードレス電話子機７とは無線接続されている。具体的には、ドアホンシステ
ム１０２においては、コードレス電話親機６が無線親機として機能し、ドアホン親機２及
びコードレス電話子機７が無線子機として機能して、無線通信リンクが形成されている。
つまり、コードレス電話親機６を経由して、ドアホン親機２とコードレス電話子機７との
間の無線通信リンクが確立されている。これにより、ドアホン親機２とコードレス電話子
機７との間の無線通信は、全てコードレス電話親機６を経由して行われることとなる。
【００５３】
　このように、第２実施例では、コードレス電話親機６が前述した中継器３と同様の機能
を有する。言い換えると、第２実施例では、コードレス電話親機６が、ドアホンシステム
１０２においてドアホン親機２とコードレス電話子機７との無線通信を中継する中継器と
して機能する。なお、ドアホンシステム１０２は、ドアホン親機２に内蔵の無線ユニット
２７及びコードレス電話子機７の通信プロトコルを、既存のコードレス電話機の通信プロ
トコルに準拠したもの(互換性があるもの)として実装してシステムが構築されている。
【００５４】
　図８は、第２実施例に係るドアホンシステム１０２の全体構成を示すブロック図である
。前述したように、ドアホンシステム１０２は、ドアホン子機１、ドアホン親機２、コー
ドレス電話親機６、及びコードレス電話子機７を備える。なお、前述したドアホンシステ
ム１０１（図２参照）と同一の構成要素に対しては同一の符号を付し、その説明を省略す
る。
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【００５５】
　コードレス電話親機６は、無線ユニット６１と、音声信号処理部６２と、レシーバ６３
ａと、マイク６３ｂと、制御部６４と、電話回線インターフェース回路６５と、操作部６
６と、アンテナ６７と、を備える。
【００５６】
　マイク６３ｂはユーザの音声を集音し、レシーバ６３ａは音声などを出力する。この場
合、マイク６３ｂ及びレシーバ６３ａは、ハンドセットユニット６３を構成する。音声信
号処理部６２は、音声信号の変調／復調を行う。電話回線インターフェース回路６５は、
電話回線６９が接続されており、この電話回線６９を介して、通話している相手の音声を
受信すると共にユーザの音声を送信する。操作部６６は、図示しない１０キーや通話ボタ
ンや終話ボタンなどを有する。この場合、操作部６６における通話ボタンは、ユーザがコ
ードレス電話親機６によって通話を行う場合に押下され、操作部６６における終話ボタン
は、ユーザがコードレス電話親機６による通話を終了する場合などに押下される。制御部
６４は、操作部６６からの信号が入力されると共に、無線ユニット６１や音声信号処理部
６２や電話回線インターフェース回路６５などに対する制御を行う。
【００５７】
　無線ユニット６１は、アンテナ６７を介して、ドアホン親機２内の無線ユニット２７及
びコードレス電話子機７内の無線ユニット７１と無線通信可能に構成されている。具体的
には、無線ユニット６１は、無線ユニット２７、７１に対して親機として機能して（つま
り、無線ユニット２７、７１を子機として）、無線通信を行う。これにより、コードレス
電話親機６を経由してドアホン親機２とコードレス電話子機７との間で無線通信を行うこ
とが可能となる。詳しくは、無線ユニット６１は、ドアホン親機２からの呼び出し信号を
受信した際に、アンテナ６７を介してコードレス電話子機７に対して呼び出し信号を送信
することによって、コードレス電話子機７との無線通信リンクを確立する。このように、
無線ユニット６１は、第２の無線部に相当する。
【００５８】
　コードレス電話子機７は、前述したようなコードレス増設親機として機能し、無線ユニ
ット７１と、音声信号処理部７２と、マイク７３と、レシーバ７４と、制御部７５と、操
作部７６と、アンテナ７７と、を備える。マイク７３はユーザの音声を集音し、レシーバ
７４は来訪者や通話している相手の音声などを出力する。操作部７６は、図示しない１０
キーや通話ボタンや終話ボタンなどを有する。この場合、操作部７６における通話ボタン
は、ユーザがコードレス電話子機７によって通話を行う場合に押下され、操作部７６にお
ける終話ボタンは、ユーザがコードレス電話子機７による通話を終了する場合などに押下
される。音声信号処理部７２は、音声信号の変調／復調を行う。制御部７５は、操作部７
６からの信号が入力されると共に、音声信号処理部７２や無線ユニット７１などに対する
制御を行う。
【００５９】
　無線ユニット７１は、アンテナ７７を介して、コードレス電話親機６と無線通信可能に
構成されている。具体的には、無線ユニット７１は、コードレス電話親機６内の無線ユニ
ット６１に対して子機として機能して（つまり、無線ユニット６１を親機として）、無線
通信を行う。詳しくは、無線ユニット７１は、コードレス電話親機６からの呼び出し信号
を受信し、且つ操作部７６における通話ボタンの押下があった場合に、コードレス電話親
機６との無線通信リンクを確立する。これにより、ドアホン親機２とコードレス電話親機
６とコードレス電話子機７との間で無線通信リンクが確立されることなる。つまり、ドア
ホン子機１とドアホン親機２とコードレス電話親機６とコードレス電話子機７との間で音
声リンクが形成される。これにより、ドアホン子機１とコードレス電話子機７との間で、
来訪者とユーザとが会話を行うことが可能となる。以上のように、無線ユニット７１は、
第３の無線部に相当する。
【００６０】
　ここで、上記の第２実施例に係るドアホンシステム１０２と、ドアホン親機とコードレ
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ス電話親機子機という二つの無線親機相当のものが同時に存在するドアホンシステムとコ
ードレス電話機を組み合わせたシステム（以下、「第２比較例に係るドアホンシステム」
と呼ぶ。）とを比較する。第２比較例に係るドアホンシステムでは、二つの無線親機とド
アホンにおけるコードレス子機及びコードレス電話子機との間で相互の通信を実現するた
めに、ドアホン親機、ドアホンのコードレス子機、コードレス電話親機、及びコードレス
電話子機の全てに特別なプロトコルを実装する必要がある。そのため、システムが複雑化
して、コストアップの要因になるものと考えられる。これに対して、第２実施例に係るド
アホンシステム１０２によれば、ドアホン親機２を無線子機として機能させ、且つコード
レス電話親機６を無線親機として機能させて、無線通信リンクを確立しているので、ドア
ホンシステムとコードレス電話機とを組み合わせたシステムを容易に構築することができ
ると言える。
【００６１】
　次に、図９乃至図１１を参照して、ドアホンシステム１０２において行われる処理につ
いて説明する。
【００６２】
　図９は、ドアホン子機１及びドアホン親機２が行う処理を示すフローチャートである。
なお、図９では、各ステップにおける処理を行う主体（ドアホン子機１、ドアホン親機２
のいずれか）を括弧書で示している。また、この処理は繰り返し実行される。
【００６３】
　まず、ステップＳ４０１では、ドアホン子機１が、来訪者により呼出ボタン１３の押下
があったか否かを判定する。呼出ボタン１３の押下があった場合（ステップＳ４０１；Ｙ
ｅｓ）、処理はステップＳ４０２に進み、呼出ボタン１３の押下がなかった場合（ステッ
プＳ４０１；Ｎｏ）、処理はステップＳ４０１に戻る。
【００６４】
　ステップＳ４０２では、ドアホン親機２は、ドアホン子機１の呼出ボタン１３の押下が
あったため、コードレス電話親機６を呼び出すための処理を実行する。具体的には、ドア
ホン親機２は、コードレス電話親機６に対して呼び出し信号を送信する。そして、処理は
ステップＳ４０３に進む。ステップＳ４０３では、ドアホン親機２は、コードレス電話親
機６との無線通信リンクを確立する。具体的には、制御部６４の制御により、ドアホン親
機２及びコードレス電話親機６が相互に通信し合うことによって、無線通信リンクが確立
される。そして、処理はステップＳ４０４に進む。
【００６５】
　ステップＳ４０４では、ドアホン親機２は、コードレス電話親機６との無線通信リンク
を切断する。具体的には、ユーザによるコードレス電話子機７における終話ボタンの押下
があり、コードレス電話親機６とコードレス電話子機７との無線通信リンクが切断された
場合に、ドアホン親機２はコードレス電話親機６との無線通信リンクを解除する。この場
合、制御部６４の制御により、ドアホン親機２及びコードレス電話親機６が相互に通信し
合うことによって、無線通信リンクが切断される。その後、ドアホン親機２は、待ち受け
状態に推移する。以上の処理が終了すると、処理は当該フローを抜ける。
【００６６】
　図１０は、コードレス電話親機６が行う処理を示すフローチャートである。なお、この
処理は繰り返し実行される。
【００６７】
　まず、ステップＳ５０１では、コードレス電話親機６は、ドアホン親機２から呼び出し
があったか否かを判定する。つまり、ドアホン親機２からの呼び出し信号が受信されたか
否かを判定する。なお、ドアホン親機２は、前述したステップＳ４０２の処理（図９参照
）において、コードレス電話親機６に対して呼び出し信号を送信する。ドアホン親機２か
ら呼び出しがあった場合（ステップＳ５０１；Ｙｅｓ）、処理はステップＳ５０２に進み
、呼び出しがなかった場合（ステップＳ５０１；Ｎｏ）、処理はステップＳ５０１に戻る
。
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【００６８】
　ステップＳ５０２では、ドアホン親機２から呼び出しがあったため、コードレス電話親
機６は、ドアホン親機２との無線通信リンクを確立する。具体的には、ドアホン親機２及
びコードレス電話親機６が相互に通信し合うことによって、無線通信リンクが確立される
。そして、処理はステップＳ５０３に進む。ステップＳ５０３では、コードレス電話親機
６は、コードレス電話子機７を呼び出すための処理を実行する。具体的には、コードレス
電話親機６は、コードレス電話子機７に対して呼び出し信号を送信する。そして、処理は
ステップＳ５０４に進む。
【００６９】
　ステップＳ５０４では、コードレス電話親機６は、コードレス電話子機７との無線通信
リンクを確立する。具体的には、制御部６４の制御により、コードレス電話親機６及びコ
ードレス電話子機７が相互に通信し合うことによって、無線通信リンクが確立される。そ
して、処理はステップＳ５０５に進む。
【００７０】
　ステップＳ５０５では、コードレス電話親機６は、コードレス電話子機７との無線通信
リンクを切断する。具体的には、ユーザによりコードレス電話子機７における終話ボタン
の押下があった場合に、コードレス電話親機６は、コードレス電話子機７との無線通信リ
ンクを解除する。この場合、制御部６４の制御により、コードレス電話親機６及びコード
レス電話子機７が相互に通信し合うことによって、無線通信リンクが切断される。そして
、処理はステップＳ５０６に進む。ステップＳ５０６では、コードレス電話親機６は、ド
アホン親機２との無線通信リンクを切断する。この場合、制御部６４の制御により、コー
ドレス電話親機６及びドアホン親機２が相互に通信し合うことによって、無線通信リンク
が切断される。これにより、ドアホン親機２とコードレス電話親機６とコードレス電話子
機７との間で無線通信リンクが切断されることとなる。この後、コードレス電話親機６は
、待ち受け状態に推移する。以上の処理が終了すると、処理は当該フローを抜ける。
【００７１】
　図１１は、コードレス電話子機７が行う処理を示すフローチャートである。なお、この
処理は繰り返し実行される。
【００７２】
　まず、ステップＳ６０１では、コードレス電話子機７は、コードレス電話親機６から呼
び出しがあったか否かを判定する。つまり、コードレス電話親機６からの呼び出し信号が
受信されたか否かを判定する。なお、コードレス電話親機６は、前述したステップＳ５０
３の処理（図１０参照）において、コードレス電話子機７に対して呼び出し信号を送信す
る。コードレス電話親機６から呼び出しがあった場合（ステップＳ６０１；Ｙｅｓ）、処
理はステップＳ６０２に進み、呼び出しがなかった場合（ステップＳ６０１；Ｎｏ）、処
理はステップＳ６０１に戻る。
【００７３】
　ステップＳ６０２では、コードレス電話子機７は、ユーザによりコードレス電話子機７
における通話ボタンの押下があったか否かを判定する。通話ボタンの押下があった場合（
ステップＳ６０２；Ｙｅｓ）、処理はステップＳ６０３に進み、通話ボタンの押下がなか
った場合（ステップＳ６０２；Ｎｏ）、処理はステップＳ６０２に戻る。
【００７４】
　ステップＳ６０３では、通話ボタンの押下があったため、コードレス電話子機７は、コ
ードレス電話親機６との無線通信リンクを確立する。具体的には、制御部６４の制御によ
り、コードレス電話子機７及びコードレス電話親機６が相互に通信し合うことによって、
無線通信リンクが確立される。この場合、コードレス電話子機７からコードレス電話親機
６を介してドアホン親機２に対して、通話開始要求信号が送信される。これにより、ドア
ホン親機２とコードレス電話親機６とコードレス電話子機７との間で無線通信リンクが確
立される。つまり、ドアホン子機１とドアホン親機２とコードレス電話親機６とコードレ
ス電話子機７との間で音声リンクが形成される。以上の処理が終了すると、処理はステッ
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プＳ６０４に進む。
【００７５】
　ステップＳ６０４では、コードレス電話子機７は、ユーザにより終話ボタンの押下があ
ったか否かを判定する。終話ボタンの押下があった場合（ステップＳ６０４；Ｙｅｓ）、
処理はステップＳ６０５に進み、終話ボタンの押下がなかった場合（ステップＳ６０４；
Ｎｏ）、処理はステップＳ６０４に戻る。
【００７６】
　ステップＳ６０５では、終話ボタンの押下があったため、コードレス電話子機７は、コ
ードレス電話親機６との無線通信リンクを切断する。この場合、制御部６４の制御により
、コードレス電話子機７及びコードレス電話親機６が相互に通信し合うことによって、無
線通信リンクが切断される。その後、コードレス電話子機７は、待ち受け状態に推移する
。以上の処理が終了すると、処理は当該フローを抜ける。
【００７７】
　以上のようにして、ドアホンシステム１０２の各構成部が処理を行うことにより、コー
ドレス電話親機６を経由したドアホン親機２とコードレス電話子機７との無線通信リンク
を適切に形成することができる。
【００７８】
　なお、上記では、中継器３の代わりにコードレス電話親機６を用いてドアホンシステム
１０２を構成する例を示したが、他の例では、中継器３を有するドアホンシステム１０１
（図１参照）に対して、コードレス電話親機６を追加することによって新たなドアホンシ
ステムを構築することができる。この場合には、中継器３における無線通信機能をオフ（
無効化）にして（これにより、中継器３はコードレス増設親機４の充電台としてのみ機能
することとなる）、ドアホン親機２と、コードレス増設親機４と、コードレス電話親機６
との間の親子関係を再登録することによって、新たなシステムを構築することができる。
つまり、コードレス電話親機６を無線親機とし、且つドアホン親機２及びコードレス増設
親機４を無線子機として、無線通信リンクを新たに構築する。更に他の例では、ドアホン
システム１０１ａ（図６参照）に対して、コードレス電話親機６を追加することによって
新たなシステムを構築することができる。なお、ドアホンシステム１０１若しくはドアホ
ンシステム１０１ａに対して、コードレス電話親機６だけでなくコードレス電話子機７も
追加することによって、新たなシステムを構築することも可能である。
【００７９】
　［変形例］
　上記では、音声信号のみを用いたドアホンシステム１０１、１０１ａ、１０２を示した
が、音声信号だけでなく、カメラなどで取得された映像信号も通信可能なドアホンシステ
ムに対しても、本発明を適用することができる。つまり、本発明は、テレビドアホンにも
適用可能である。更に、本発明は、ルーム(ベビー)モニタシステム、セキュリティー(監
視)カメラシステムや、これらのシステムなどにおいてレコーダを有するシステムなどに
も適用可能である。
【００８０】
　また、上記した図８では、コードレス電話親機６は、無線ユニット６１と、音声信号処
理部６２と、レシーバ６３ａと、マイク６３ｂと、制御部６４と、電話回線インターフェ
ース回路６５と、操作部６６と、アンテナ６７と、を備えていたが、このようにコードレ
ス電話親機６を構成することに限定はされない。他の例では、無線ユニット、制御部、電
話回線インターフェース回路、及びアンテナのみによってコードレス電話親機を構成する
ことができる。この場合には、コードレス電話子機で電話機能を使用することが好適であ
る。更に、このようにコードレス電話親機を構成した場合には、コードレス電話親機がコ
ードレス電話子機の充電台として機能するように構成することも好適である。
【００８１】
　以上のように、本実施例に係るドアホンシステムは、ドアホン子機と、ドアホン子機と
有線接続されたドアホン親機と、ドアホン親機と無線接続された中継器と、中継器と無線
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ス増設親機との無線通信リンクが確立されている。これにより、ドアホン親機とコードレ
ス増設親機との通信可能範囲を効果的に拡大することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】第１実施例に係るドアホンシステムのシステム構成を示す概略図である。
【図２】第１実施例に係るドアホンシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施例において、ドアホン子機及びドアホン親機が行う処理を示すフローチ
ャートである。
【図４】第１実施例において、中継器が行う処理を示すフローチャートである。
【図５】第１実施例において、コードレス増設親機が行う処理を示すフローチャートであ
る。
【図６】第１実施例の変形例に係るドアホンシステムのシステム構成を示す概略図である
。
【図７】第２実施例に係るドアホンシステムのシステム構成を示す概略図である。
【図８】第２実施例に係るドアホンシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図９】第２実施例において、ドアホン子機及びドアホン親機が行う処理を示すフローチ
ャートである。
【図１０】第２実施例において、コードレス電話親機が行う処理を示すフローチャートで
ある。
【図１１】第２実施例において、コードレス電話子機が行う処理を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００８３】
　１　ドアホン子機
　２　ドアホン親機
　３、３ａ　中継器
　４、４ａ、４ｂ、４ｃ　コードレス増設親機
　６　コードレス電話親機
　７　コードレス電話子機
　２７、３１、４１、６１、７１　無線ユニット
　１０１、１０１ａ、１０２　ドアホンシステム
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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